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１ 国指定鳥獣保護区の概要

(1) 国指定鳥獣保護区の名称

北硫黄島鳥獣保護区

(2) 国指定鳥獣保護区の区域

東京都小笠原村北硫黄島の区域及び汀線（北硫黄島平均海面時の汀線）から沖合

300m以内の海域

(3) 国指定鳥獣保護区の存続期間

平成２１年１１月１日から平成４１年１０月３１日（２０年間）

(4) 国指定鳥獣保護区の指定区分

集団繁殖地の保護区

(5) 国指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、東京都の南方約1,170km、小笠原諸島父島の南方約180kmに位置す

る北硫黄島とその周辺海域である。

北硫黄島は、南北3.3km、東西2.1km、周囲8.0kmの楕円形の海洋島で、切り立っ

た海食崖と礫浜に囲まれた火山島である。同島の最高地点は標高792mで、山肌は

深い浸食谷に刻まれ、急な斜面には岩肌が露出しており、起伏に富んだ地形とな

っている。

同島の植生については、火山性の地質、亜熱帯性海洋気候であることを反映し

て、海岸域から山腹まで草本又は常緑広葉樹の低木が優占している。

また、同島は過去の入植の歴史が短く、現在は無人島である。

このような自然環境を反映して、同島では環境省が作成したレッドリストに掲

載されている絶滅危惧ⅠＢ類のアカオネッタイチョウ、アカアシカツオドリ、ク

ロウミツバメを始め、カツオドリ、シラオネッタイチョウ、マミジロアジサシ、

クロアジサシ等の海鳥類の生息や集団繁殖が確認されている。また、絶滅危惧Ⅰ

Ａ類のアカガシラカラスバト、絶滅危惧ⅠＢ類のオガサワラカワラヒワ、絶滅危

惧Ⅱ類のブッポウソウ等希少な森林性の鳥類の生息が確認されている。哺乳類で

は、絶滅危惧ⅠＡ類のオガサワラオオコウモリの生息が確認されている。

このように、当該区域は海鳥類の集団繁殖地として重要であるとともに、希少

鳥獣の生息地でもあることから、当該区域を集団繁殖地の保護区として、鳥獣の

保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第28条第1項に規定す

る鳥獣保護区に指定し、当該区域において集団で繁殖する鳥類及び生息する希少

鳥獣の保護を図るものである。
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２ 国指定鳥獣保護区の保護に関する指針

保護管理方針

１）当該区域は無人島のため、集団繁殖地の環境は現状のまま保全することを

基本とする。

２）海鳥等の生息・繁殖環境を適切に保持するため、関係地方公共団体、関係

機関、地域住民等と連携協力を図る。

３ 国指定鳥獣保護区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積

総面積 860ｈａ

内訳

ア 形態別内訳

林 野 557ｈａ

農耕地 －ｈａ

水 面 303ｈａ

その他 －ｈａ

イ 所有者別内訳

国有地 472ｈa 保安林 －ｈａ

制限林 472ｈａ 砂防指定地－ｈａ

林野庁所管 472ｈａ その他 472ｈａ

国有林 普通林 －ｈａ

私有地等 85ｈａ

ウ 他の法令（条例を含む）による規制区域

自然公園法による地域（小笠原国立公園） 549ｈａ

特別保護地区 237ｈａ

第２種特別地域 312ｈａ

海域 303ｈａ

４ 指定区域における鳥獣の生息状況

(1) 当該地域の概要

ア 国指定鳥獣保護区の位置

当該区域は、東京から南方約1,170km、小笠原諸島父島から南方約180kmに位置

する北硫黄島であり、北硫黄島・硫黄島・南硫黄島の３島からなる火山列島の北

端の島である。
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イ 地形、地質等

北硫黄島は、第四紀に海底火山の活動によって形成されたもので、他の小笠原

諸島と同様に、島が成立して以来、一度も大陸と陸続きとなったことのない海洋

島である。

同島は海岸線の出入りはほとんどなく、切り立った海食崖とその前面に発達す

る幅100m未満の礫浜に囲まれたほぼ楕円形の火山島である。

同島北側は玄武岩質溶岩と火山砕屑物の互層からなる成層火山であり、南部の

最高峰標高792mの榊ヶ峰と北部の無名峰（標高538m）とを連ねる主稜線が南北に

続いている。深い浸食谷により起伏に富む地形であり、岩肌が多く露出する急傾

。 、斜となっている 島の南西端は海抜200mから海岸まで大崩壊の崖地となっており

東側および北西側の海岸の一部は古い崖錐地形となっている。

ウ 植物相の概要

火山列島である北硫黄島の植物相は小笠原群島と類似し、小笠原群島との共通

固有種45種、火山列島固有種５種を含む貴重な植物相を有している。

同島の植生は82％が自然植生であり、チギ・オオバシロテツ群集が島の半分を

占めている。海岸植生から稜線部の樹林地までシダ植物50種、裸子植物1種、被子

植物116種による垂直分布が記録されている。

エ 動物相の概要

平成12年年及び平成13年の調査において確認されている鳥類は23種であり、海

岸域ではアカオネッタイチョウやカツオドリ、アジサシ類等が多くみられ、森林

部ではアカガシラカラスバト、オガサワラカワラヒワ等が確認されている。この

中には、小笠原諸島及び火山列島の固有亜種も多い。

哺乳類はオガサワラオオコウモリと移入種であるクマネズミの生息が確認され

ているのみである。

他分類群については正式な記録が少ないが、爬虫類はオガサワラトカゲと思わ

れるトカゲ類、昆虫類では天然記念物であるシマアカネ、陸産貝類では３種の記

録がある。

(2) 生息する鳥獣類

別表のとおり。

(3) 当該地域の農林水産物の被害状況

ア 被害の報告

被害の報告はない。

イ 有害鳥獣捕獲の実績

有害鳥獣捕獲の実績はない。



- 4 -

５ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第32条の規定による補償に関する事項

当該区域において、法律第32条に規定する損失を受けた者に対しては、通常生ずべ

き損失の補償をする。

６ 施設整備に関する事項

(1)鳥獣保護区用制札 １本

(2)特別保護地区用制札 １本



国指定北硫黄島鳥獣保護区

北硫黄島特別保護地区

指定計画書

（案）

平成 年 月 日

環 境 省
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１ 特別保護地区の概要

(1) 特別保護地区の名称

北硫黄島特別保護地区

(2) 特別保護地区の区域

東京都小笠原村北硫黄島の区域

(3) 特別保護地区の存続期間

平成２１年１１月１日から平成４１年１０月３１日（２０年間）

(4) 特別保護地区の指定区分

集団繁殖地の保護区

(5) 特別保護地区の指定目的

北硫黄島鳥獣保護区は、東京都の南方約1,170km、小笠原諸島父島の南方約180

kmに位置する北硫黄島の全域である。

北硫黄島は、南北3.3km、東西2.1km、周囲8.0kmの楕円形の海洋島で、切り立っ

た海食崖と礫浜に囲まれた火山島である。同島の最高地点は標高792mで、山肌は

深い浸食谷に刻まれ、急な斜面には岩肌が露出しており、起伏に富んだ地形とな

っている。

同島の植生については、火山性の地質、亜熱帯性海洋気候であることを反映し

て、海岸域から山腹まで草本又は常緑広葉樹の低木が優占している。

また、同島は過去の入植の歴史が短く、現在は無人島である。

このような自然環境を反映して、同島では環境省が作成したレッドリストに掲

載されている絶滅危惧ⅠＢ類のアカオネッタイチョウ、アカアシカツオドリ、ク

ロウミツバメを始め、カツオドリ、シラオネッタイチョウ、マミジロアジサシ、

クロアジサシ等の海鳥類の生息や集団繁殖が確認されている。また、絶滅危惧Ⅰ

Ａ類のアカガシラカラスバト、絶滅危惧ⅠＢ類のオガサワラカワラヒワ、絶滅危

惧Ⅱ類のブッポウソウ等希少な森林性の鳥類の生息が確認されている。哺乳類で

は、絶滅危惧ⅠA類のオガサワラオオコウモリの生息が確認されている。

、 、このように 当該鳥獣保護区は海鳥類の集団繁殖地として重要であるとともに

希少鳥獣の生息地でもあることから、その全域を、鳥獣の保護及び狩猟の適正化

に関する法律（平成14年法律第88号）第29条第1項に規定する特別保護地区に指定

し、当該区域において集団で繁殖する鳥類及び生息する希少鳥獣並びにその繁殖

地及び生息地の保護を図るものである。
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２ 特別保護地区の保護に関する指針

保護管理方針

１）当該区域は無人島のため、集団繁殖地の環境は現状のまま保全することを

基本とする。

２）海鳥等の生息・繁殖環境を適切に保持するため、関係地方公共団体、関係

機関、地域住民等と連携協力を図る。

３ 特別保護地区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積

総面積 557ｈａ

内訳

ア 形態別内訳

林 野 557ｈａ

農耕地 －ｈａ

水 面 －ｈａ

その他 －ｈａ

イ 所有者別内訳

国有地 472ｈa 保安林 －ｈａ

制限林 472ｈａ 砂防指定地 －ｈａ

林野庁所管 472ｈａ その他 472ｈａ

国有林 普通林 －ｈａ

私有地等 85ｈａ

ウ 他の法令（条例を含む）による規制区域

自然公園法による地域（小笠原国立公園） 549ｈａ

特別保護地区 237ｈａ

第２種特別地域 312ｈａ

４ 指定区域における鳥獣の生息状況

(1) 当該地域の概要

ア 特別保護地区の位置

当該区域は、東京から南方約1,170km、小笠原諸島父島から南方約180kmに位置

する北硫黄島であり、北硫黄島・硫黄島・南硫黄島の３島からなる火山列島の北

端の島である。
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イ 地形、地質等

北硫黄島は、第四紀に海底火山の活動によって形成されたもので、他の小笠原

諸島と同様に、島が成立して以来、一度も大陸と陸続きとなったことのない海洋

島である。

同島は海岸線の出入りはほとんどなく、切り立った海食崖とその前面に発達す

る幅100m未満の礫浜に囲まれたほぼ楕円形の火山島である。

同島北側は玄武岩質溶岩と火山砕屑物の互層からなる成層火山であり、南部の

最高峰標高792mの榊ヶ峰と北部の無名峰（標高538m）とを連ねる主稜線が南北に

続いている。深い浸食谷により起伏に富む地形であり、岩肌が多く露出する急傾

。 、斜となっている 島の南西端は海抜200mから海岸まで大崩壊の崖地となっており

東側および北西側の海岸の一部は古い崖錐地形となっている。

ウ 植物相の概要

火山列島である北硫黄島の植物相は小笠原群島と類似し、小笠原群島との共通

固有種45種、火山列島固有種５種を含む貴重な植物相を有している。

同島の植生は82％が自然植生であり、チギ・オオバシロテツ群集が島の半分を

占めている。海岸植生から稜線部の樹林地までシダ植物50種、裸子植物1種、被子

植物116種による垂直分布が記録されている。

エ 動物相の概要

平成12年及び平成13年の調査において確認されている鳥類は23種であり、海岸

域ではアカオネッタイチョウやカツオドリ、アジサシ類等が多くみられ、森林部

ではアカガシラカラスバト、オガサワラカワラヒワ等が確認されている。この中

には、小笠原諸島及び火山列島の固有亜種も多い。

哺乳類はオガサワラオオコウモリと移入種であるクマネズミの生息が確認され

ているのみである。

他分類群については正式な記録が少ないが、爬虫類はオガサワラトカゲと思わ

れるトカゲ類、昆虫類では天然記念物であるシマアカネ、陸産貝類では３種の記

録がある。

(2) 生息する鳥獣類

別表のとおり（鳥獣保護区に同じ 。）

(3) 当該地域の農林水産物の被害状況

ア 被害の報告

被害の報告はない。

イ 有害鳥獣捕獲の実績

有害鳥獣捕獲の実績はない。
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５ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第32条の規定による補償に関する事項

当該区域において、法律第32条に規定する損失を受けた者に対しては、通常生ずべ

き損失の補償をする。

６ 施設整備に関する事項

①鳥獣保護区用制札 １本

②特別保護地区用制札 １本



（別表）北硫黄島

ア．鳥類

目 科 種または亜種 種の指定等

ミズナギドリ ウミツバメ クロウミツバメ EN

ペリカン ネッタイチョウ ○ アカオネッタイチョウ EN

○ シラオネッタイチョウ

カツオドリ ○ カツオドリ

アカアシカツオドリ EN

コウノトリ サギ アマサギ

○ チュウサギ NT

チドリ チドリ ムナグロ

シギ メリケンキアシシギ

キアシシギ

チュウシャクシギ

ツバメチドリ ツバメチドリ VU

カモメ マミジロアジサシ

クロアジサシ

ハト ハト ○ アカガシラカラスバト 国天、国内、CR

ブッポウソウ ブッポウソウ ブッポウソウ EN

スズメ ツバメ ツバメ

イワツバメ

ヒヨドリ ○ ハシブトヒヨドリ

ツグミ ○ イソヒヨドリ

○ トラツグミ

メジロ ○ イオウジマメジロ

アトリ オガサワラカワラヒワ 国内、EN

合計 15 23

イ．獣類

目 科 種または亜種 種の指定等

コウモリ オオコウモリ オガサワラオオコウモリ 国天、CR

ネズミ ネズミ クマネズミ

合計 2 2

（注）
１　鳥獣の目・科・種（和名）及び配列は、日本野生鳥獣目録（２００２年７月、環境省自然環境局野生生物課）に拠った。
２　種の指定等の要件は次のとおりである。
　　  国天：国指定天然記念物
       特天：国指定特別天然記念物
　　　レッドリスト（平成１８年環境省）（ア鳥類）
　　　レッドリスト（平成１９年環境省）（イ獣類）
　　　　　　　ＣＲ：絶滅危惧ⅠＡ類、ＥＮ：絶滅危惧ⅠＢ類、ＶＵ：絶滅危惧Ⅱ類、ＮＴ：準絶滅危惧、ＤＤ：情報不足
　　　　　　　ＬＰ：絶滅のおそれのある地域個体群
　　　国内希少：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律による国内希少野生動植物種
　　　国際希少：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律による国際希少野生動植物種
　　　特定外来：特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律による特定外来生物
３　○印は一般的に見られる鳥獣。アンダーラインは鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第７条第５項第１号に
　　より、特に保護を図る必要があるものとして環境省令で定める鳥獣及び天然記念物に指定された鳥獣。
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